
インターンシップ実施契約書 

 

事業所〇〇〇〇 （以下「甲」という。）と、国立大学法人滋賀大学（以下「乙」という。）

は、インターンシップを実施するにあたり、以下の条項により契約を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 本契約における用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。 

一 「インターンシップ」とは、甲において、乙の学生に対する研修を目的として実施する活

動をいう。 

二 「インターンシップ関係者」とは、次に掲げる者をいう。 

イ 「実習生」（インターンシップに参加する乙の学生をいう。） 

ロ 「指導者」（甲に所属し、実習生を指導する者をいう。） 

ハ 「責任教員」（担当受講生を指導する乙の教員をいう。） 

ニ 「評価教員」（派遣型科目の実施結果を評価する乙の教員をいう。） 

三 「本知的財産権」とは、実習生が、インターンシップの実施の過程において、又はインタ

ーンシップの結果として得た次に掲げる権利（成果としての有体物を含む。以下同じ。）及

び乙の責任教員及び評価教員が、インターンシップの指導・評価の過程で創出した次に掲げ

る権利をいう。 

イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、

商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利

用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国における当該各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、

意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導

体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利

及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における当該各権利に相当する権

利 

ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に関する著作権並び

に外国における当該各権利に相当する権利 

ニ 甲乙協議の上、特に指定するノウハウ（秘匿することが可能であり、かつ、財産的価値

のある技術情報をいう。） 

四 「秘密情報」とは、次のイからホまでに該当するものをいう。ただし、次のヘからルまで

に該当するものを除く。 

イ インターンシップの実施のために甲に開示される実習生の個人情報であって、公開され

ていない情報 

ロ 実習生がインターンシップ期間中に知り得た甲の業務上の情報 

ハ 甲及び乙が、秘密情報として取扱うことに合意し、書面によりこれを確認した本知的財

標 準 様 式 

（両者協議により改訂可能） 



産権 

二 甲及び乙が、書類・図面・写真・試料・サンプル・ハードディスク・CD-R・DVD・USB

メモリその他の有形的方法により相手方に開示した情報であって、秘密である旨を表示し

た情報 

ホ 甲及び乙が、口頭、映像その他の無形的方法により相手方に開示した情報であって、開

示の時に秘密である旨を告知し、かつ、開示後３０日以内にその旨を書面により相手方に

通知した情報 

へ 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した際、既に自己が保有していたこ

とを証明できる情報 

ト 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した際、既に公知となっている情報 

チ 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した後、自己の責めによらずに公知

となった情報 

リ 甲又は乙が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得し

たことを証明できる内容 

ヌ 甲又は乙が、相手方から開示を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得し

たことを証明できる情報 

ル 甲又は乙が、書面により事前に相手方の同意を得た情報 

 

（インターンシップの実施） 

第２条 甲及び乙は、共同して次の各号に定めるところにより、インターンシップを実施する

ものとする。 

一 甲又は乙は、研修に適合するインターンシップのテーマを相手方に提示し、双方協議の上、

インターンシップの実施の可否を決定する。 

二 甲は、決定されたインターンシップのテーマの担当を希望する実習生を選出する。 

三 インターンシップの実施期間は、１か月以上から半年までとする。 

四  甲は、選出した実習生の指導者を甲の職員から選任する。 

五 インターンシップの実施場所は、原則として、甲の事業所とする。ただし、設備など研究

開発環境の適否により、インターンシップの一部を乙の構内で実行する必要のある場合は、

甲乙協議の上、その可否を決定する。 

六 インターンシップの詳細な実施内容については、甲乙間で別に締結する「インターンシッ

プ実施覚書」（以下「覚書」という。）においてこれを定める。 

 

（経費） 

第３条 インターンシップを実施する上で必要とされる経費の取扱いは、次の各号に定めると

おりとする。 

一 インターンシップ実施に必要な経費については覚書においてこれを定める。 



二 機材、実験サンプル、その他インターンシップの実施に要する各種物品の調達のための直

接的経費は、甲が負担するものとする。 

三 その他インターンシップの実施に必要な経費が発生した場合には、甲乙協議の上、負担割

合を決定する。 

 

（本知的財産権の取扱い） 

第４条 本知的財産権の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

一 実習生が創出した本知的財産権は、甲に帰属するものとする。 

二 甲は、実習生が創出した本知的財産権について、実習生に対し、甲の従業員褒賞規定等に

基づき応分の補償を行うものとする。 

三 乙の責任教員及び評価教員が、インターンシップの指導・評価の過程で創出した発明等に

係わる「本知的財産権」の取扱いは、別途甲及び乙で協議の上定める。 

 

（秘密の保持） 

第５条 秘密情報の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

一 甲及び乙は、本契約の有効期間中及びその終了後３年間は、秘密情報をインターンシップ

実施以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場

合はこの限りではない。 

二 乙は、実習生に対し、秘密情報をインターンシップ関係者以外の第三者に対して開示し、

又は漏洩させないよう指導する。この場合、乙は、誓約書をもって実習生に承認遵守させ

るものとし、インターンシップ実施期間中に実習生が知り得た秘密情報を他に漏らさぬよ

うに、インターンシップ開始前及び終了後、実習生に教育する義務を負うものとする。 

三 乙はインターンシップの実施に先立ち、実習生に対して、別途甲が提示する「インターン

シップ確認書」、「インターンシップ参加に関する誓約書ならびに身元保証書」に身元保証

人とともに記名押印させ、甲に提出するものとする。実習生が誓約書において誓約した事

項または甲の指示に違反したときは、甲は、当該実習生に関する個別契約を直ちに解除し、

当該実習生に関するインターンシップを打ち切ることができるものとし、これに対して乙

は一切の異議を述べないものとする。 

四 甲及び乙は、実習生が、論文発表、学会発表その他の方法により、インターンシップの実

施結果を発表し、又は公開するときは、甲及び乙の書面による事前の同意を得るよう指導

する。 

 

（服務規程遵守） 

第６条 乙は、実習生をして、インターンシップに係わる業務を甲の事業所で実施するに際し、

甲の定める従業員服務規程等を遵守させるよう指導する。 

 



（災害補償） 

第７条 甲は、インターンシップ実施にあたり、実習生の安全に十分留意し、災害を未然に防

止する措置を講じるものとする。 

二 乙は、実習生をして、インターンシップの実施前に学生教育研究災害傷害保険および学研

災付帯賠償責任保険（以下、併せて「学研災等」という。）に加入させ、甲におけるインタ

ーンシップの実施に際し、実習生の被る傷害の補償を担保する。 

三 インターンシップの実施中（通勤途中を含む。）の事故、災害によって実習生が被った損害

については、前項に定める保険に基づく保険金をもって補填するものとする。 

四 甲は、特殊な作業を行う場合等、必要に応じ、甲の負担において実習生を適宜保険に加入

させる。保険内容は、覚書（その他特約事項）に記載するものとする。 

五 上記に定める保険による補償が困難な場合は、甲乙が誠意をもって協議するものとする。 

 

（実習生による保険加入） 

第８条 乙は、実習生をして、インターンシップの実施中に甲が受けることがある損害の補て

んの担保のために、学研災等に加入させることを確約する。 

 

（第三者機関への派遣） 

第９条 甲が、インターンシップの実施の必要上、実習生を第三者機関に派遣する場合は、次

の各号に定めるところによる。 

一 甲は、実習生を第三者機関に派遣する必要が生じたときは、事前に乙の同意を得るものと

する。 

二 実習生の第三者機関への派遣に伴い発生する費用は、甲が負担する。 

三 実習生の第三者機関への派遣に伴い発生する第三者機関との間の秘密保持義務、知的財産

権の取扱い、災害補償、損害賠償については、甲がその責めを負う。 

 

（契約の解除） 

第１０条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相手方にその旨を催告した場合において、

相手方が催告後３０日以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。 

 

（契約の有効期間） 

第１１条 本契約の有効期間は、締結日から 年 月 日までとする。 

二 有効期間満了の３０日前までに、甲及び乙のいずれかからも契約終了の申し入れがなされ

ない場合、本契約の有効期間は１年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。 

三 本契約の終了後も、第４条、第５条、第７条、第８条及び第１３条の規定は、当該条項に

定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

 



（協議） 

第１２条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上、

これを定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第１３条 本契約に関する訴えは、被告の本店又は本部の所在地を管轄する地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 本契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

 

令和〇年〇月〇日 

 

 

 

（甲）  住所 

事業所名 

代表者 職名  氏名         印 

 

 

 

（乙） 滋賀県彦根市馬場一丁目１番１号 

国立大学法人 滋賀大学 

理  事    喜 名  信 之  印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インターンシップ実施覚書 

 

事業所〇〇〇〇（以下「甲」という。）と、 国立大学法人滋賀大学（以下「乙」という。）

は、甲と乙との間において令和〇年〇月〇日付で締結した「インターンシップ実施契約書」（以

下「原契約」という。）に基づくインターンシップの実施に関し、以下のとおり覚書を締結する。 

 

 

（題目、実施期間、目的等） 

第１条 本インターンシップの題目は、「      」とする。 

２ 本インターンシップの実施期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

３ 実習生は、本インターンシップの目的、内容等を別紙１「インターンシップ計画書」に記

載の上、甲及び乙に提出する。 

 

（参加者） 

第２条 本インターンシップに参加する実習生は、乙に在学する学部学生及び大学院生とする。 

２ 本インターンシップに参加する甲の指導者は、次のとおりとする。 

事業所名  

役職名   

氏名    

 

（実施場所） 

第３条 本インターンシップは、次の甲の事業所で実施する。 

住所    

事業所名  

 

（経費） 

第４条 本インターンシップにかかる経費については、次のとおりとする。 

賃 金： 1時間当たり１，３００円を下限に、甲乙において設定する。 

交通費：自宅から実施場所及び実施時間内の移動に係る実費を支給する。 

出張費：本インターンシップ実施中、出張が発生した場合、それに係る実費を支給する。 

 

（有効期間） 

第５条 本覚書の有効期間は、締結日から令和 年 月 日までとする。 

２ 本覚書締結後、インターンシップの実施期間中に実習生の止むを得ない事情によりインタ

ーンシップの継続実施が困難になった場合、乙は、甲に対して通知することにより、本覚書

を解除することができる。 



３ 前項の規定により本覚書が解除された場合、甲は、乙に対し、損害の賠償その他何らの請

求をしないものとする。 

 

（協議） 

第６条 本覚書に定めのない事項については、原契約の定めによるほか、甲乙協議の上、これ

を定める。 

 

 本覚書の締結を証するため、本覚書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

（甲）  住所 

事業所名 

代表者 職名  氏名        印 

 

 

 

（乙） 滋賀県彦根市馬場一丁目１番１号 

国立大学法人 滋賀大学 

理  事   喜 名  信 之  印 

 

 

 

 

  



別紙１（第１条第３項関係） 

インターンシップ計画書 

 

実習生氏名        

 

１．インターンシップの内容 

 

インターンシップの題目  

インターンシップの目的 
 

インターンシップの内容 
 

インターンシップ 

実施期間 
令和  年   月   日 ～ 令和  年  月   日 

インターンシップ 

実施場所 

 

（住所：） 

 

 

２．スケジュール 

 

実施項目 着手予定期日 完了予定期日 

１    月 日   月 日 

２    月 日   月 日 

３    月 日   月 日 

４    月 日   月 日 

５    月 日   月 日 

  

 

３．遵守事項 

   別紙のとおり 

 

 

 

 



別紙 1 

 

誓 約 書 

 

１．貴事業所での研修にあたり、研修業務遂行に関して知り得た貴事業所の技術上または業務

上の情報並びに貴事業所が保有する個人情報保護法上の個人データを、貴事業所の書面に

よる同意なしに、第三者に開示または漏洩せず、研修以外の目的で使用しないことを誓約

いたします。 

 

２．貴事業所内における電子情報を含む文献、資料、図面、その他の物品及びこれらの複製物

等の一切を貴事業所の書面による同意なく、社外に持ち出さないことを誓約いたします。 

 

３．貴事業所での研修にあたり、作成する報告書及びその他の著作物（以下、報告書等という。）

の所有権及び報告書等に係る著作権、並びに、製作する部材、部品及び製品（以下、部材

等という。）の所有権及び部材等に係る著作権は、すべて貴事業所に帰属することに同意致

します。また、報告書等に係る著作権及び部材等に係る著作者人格権を貴事業所に対して

行使しないことを誓約致します。 

 

４．貴事業所での研修に基づいて、発明、考案及び意匠の創作等（以下、発明等という。）をな

した場合は、これを速やかに貴事業所に報告するものとし、当該発明等に基づく知的財産

権は貴事業所に帰属することに同意致します。また、研修において取得した著作者人格権

も貴事業所に対して行使しないことを誓約致します。 

 

５．貴事業所での研修にあたり、貴事業所が定める諸規程及び貴事業所の指示に従うことを誓

約致します。 

 

６．貴事業所内において、許可された場所以外に立ち入らないことを誓約致します。 

 

７．本書に定める誓約事項の違反により貴事業所が損害を被った場合、一切の損害賠償責任を

負うことを誓約致します。 

 

住 所                        

 

氏 名                   ㊞ 


